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別紙 東海地震に関する事前対策 

（現在、気象庁による「東海地震に関連する情報」の発表は行われていない。） 

第１章 対策の意義及び東海地震に関連する情報 

 

第 1節 東海地震に関する事前対策の意義                    

東海地震の発生が予知され、東海地震に関する警戒宣言が発せられた場合に、地震発生に備え

て地震防災上実施すべき応急の対策(地震防災応急対策)を混乱なく迅速に実施することにより、

また、東海地震注意情報が発表された場合に、実施すべき地震防災応急対策の準備的行動を行う

ことにより、地震被害の軽減を図ろうとするものである。 

［地震発生後は、第 3編「災害応急対策」に定めるところにより対処する。］ 

なお、この地震防災応急対策は、大規模地震対策特別措置法第 6 条第 2 項に基づく地震防災対

策強化地域に関する地震防災強化計画の中核を成すものであるが、ここでは、東海地震の地震防

災対策強化地域における対策のみならず、強化地域外での地震防災応急対策も併せて定める。 

また、地震防災強化計画には、地震防災応急対策のほか、東海地震に係る地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備に関する事項、東海地震に係る防災訓練に関する事項、及び東海地震に係

る地震防災上必要な教育及び広報に関する事項について定めることとされているが、これらの事

項については、次のとおりとする 

 

１ 東海地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項 

第２編「災害予防」第２章「建築物等の安全化」第５節「地震防災上緊急に整備すべき施設等

の整備」で定めるとおり。。 

 

２ 東海地震に係る防災訓練に関する事項 

 第２編「災害予防」第 11 章「防災訓練及び防災意識の向上」第１節「防災訓練の実施」で定め

るとおり。 

加えて、県は、東海地震の警戒宣言発令時の地震防災応急対策の周知、関係機関及び住民の自

主防災体制との連携強化を目的として、中央防災会議の主唱により行われる国の総合防災訓練と

連携を図りながら、警戒宣言の発令並びに東海地震注意情報及び東海地震に関連する調査情報（臨

時）の発表に基づく非常配備員の参集訓練、情報の伝達・広報の訓練、地震防災応急対策の実施

訓練などを実施する。 

 

３ 東海地震に係る地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

 第２編「災害予防」第 11 章「防災訓練及び防災意識の向上」第２節「防災のための意識啓発・

広報」及び第３節「防災のための教育」で定めるとおり。 

 加えて、次の措置を実施するものとする。 

 

〔教育に関する事項〕 

市における措置 

第２編第 12 章第３節２で定める事項に加え、次の事項を教育する。 

（1）東海地震の予知に関する知識 

（2）東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容・性格並びにこれに基づく措置の内容 

（3）警戒宣言が発せられた場合及び東海地震に関連する情報が発表された場合にとるべき行動に 

関する知識 



地震災害対策計画 

別紙 第５編 東海地震に関する事前対策／第１章 対策の意義及び東海地震に関連する情報 

別紙 1-2 

 

〔広報に関する事項〕 

市及び名古屋地方気象台等における措置 

（1）防災意識の啓発 

市は、警戒宣言発令時に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、第２編第 11 章第２節で

定める事項に加え、次の事項を啓発する。 

名古屋地方気象台は、第２編第 11 章第２節で定める事項に加え、次の事項について解説に努

め、正しい知識について啓発を図る。 

ア 東海地震の予知に関する知識 

イ 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容・性格並びにこれ 

に基づく措置の内容 

ウ 警戒宣言が発せられた場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う避難･救助活動、

初期消火及び自動車運行自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

（2）防災に関する知識の普及 

市は、第３編第 12 章第２節で定める事項に加え、警戒宣言発令時の心得に関する事項に留意

する。 

（3）自動車運転者に対する広報 

市及び県警察は、警戒宣言が発せられた場合において、運転者として適切な行動がとれるよう

事前に必要な広報等を行うこととする。 

（4）家庭内備蓄等の推進 

市は、警戒宣言が発せられた場合、食料その他生活必需品の入手が困難になるおそれがあるた

め、第３編第 12 章第２節で定めるとおり家庭内備蓄等を推進する。 

また、警戒宣言が発せられた場合、発災による断水に備えて、緊急に貯水するよう呼びかける。 

 

第２節 東海地震に関連する情報                         

１ 情報の種類 

東海地域に関する観測データに有意な変化を観測した場合、気象庁がその原因等の評価を行

い、以下のような「東海地震に関連する情報」を発表する。 

なお、「東海地震に関連する情報」は、各情報が意味する状況の危険度を表わす指標として赤・

黄・青の「カラーレベル」で示される。 

 

種 類 内 容 等 防 災 対 応 

東海地震予知情報 

 

カラーレベル赤 

東海地震が発生するおそれがあると認められた場合に発表される。

また、東海地震発生のおそれがなくなったと認められた場合には、

その旨が本情報で発表される。 

警戒宣言 

地震災害警戒本部設置 

地震防災応急対策 

東海地震注意情報 

 

カラーレベル黄 

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められた場合に発表

される。また、東海地震発生のおそれがなくなったと認められた場

合には、その旨が本情報で発表される。 

準備行動の実施 

県民への広報 

東海地震に関連す

る調査情報 

 

カラーレベル青 

臨

時 

観測データに通常とは異なる変化が観測された場合、その変

化の原因についての調査の状況が発表される。 

情報収集連絡体制 

定

例 

毎月の定例の判定会で評価した調査結果が発表される。 
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２ 警戒宣言発令までの流れ 
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第２章 地震災害警戒本部の設置等 

 

■ 基本方針 

○ 気象庁により東海地震注意情報が発表された場合、東海地震の地震災害に関する警戒宣言

(以下｢警戒宣言｣という｡)時に実施する地震防災応急対策を円滑に講じるため、担当職員の緊

急参集等、地震防災応急対策の準備的な対応を講じるものとする。 

○ 内閣総理大臣により警戒宣言が発せられた場合、市及びその他の防災関係機関は災害対策

本部あるいは地震災害警戒本部に準じた組織を、それぞれ速やかに設置して、地震防災応急対

策を実施する。 

○ 警戒体制をとるべき旨の公示、地震防災応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、東海地

震に関連する情報（東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海地震予知

情報）の内容、その他これらに関連する情報（以下「東海地震に関連する情報等」という。）、

あるいは避難状況等に関する情報の伝達については、防災関係機関相互間及び各機関内部にお

いて、確実に情報を伝達するものとする。 

○ 東海地震に関連する情報等に伴う混乱の発生を未然に防止し、地震防災応急対策が迅速か

つ的確に行われ、被害の軽減に資するよう、各防災関係機関は、地震に関する情報等に対応す

る広報計画を作成し、これに基づき強化地域内外において広報活動を実施する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

災害対策本部の設

置等 

市 2(1) 東海地震注意情報発表時における必要な職員

の参集や連絡体制の確保（強化地域） 

2(2) 警戒宣言発令時における災害対策本部の設置 

第２節 

警戒宣言発令時等

の情報伝達 

防災関係機関 

 

警戒宣言等の伝達 

第３節 

警戒宣言発令時等

の広報 

市 1 問い合わせ窓口等の体制整備 

第４節 

警戒宣言後の避難

状況等に関する情

報の収集、伝達等 

防災関係機関 

 

情報収集及び関係機関に対する情報伝達等 

 

第１節 災害対策本部の設置等                        

１ 市における措置 

（1）災害対策本部 

ここで規定する災害対策本部は、東海地震注意情報が発表された場合、又は警戒宣言が発令

されたときから地震が発生するまでの間、開設して活動するものであり、地震が発生した場合

は、直ちに第３編「災害応急対策」に規定する災害対策本部に切替えて活動するものとする。 

ア 本部の組織及び運営は、災害対策基本法第23条及び犬山市災害対策本部条例の規定に定 

めるところによる。 

イ 本部の設置及び廃止 
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本部は、東海地震注意情報が発表された場合、又は警戒宣言が発令され、災害が発生す 

るおそれがあると認められるときに設置し、これらが解除されたときに廃止する。 

ウ 職員の参集 

この防災計画に基づき、次の基準により職員の非常配備体制の確保に努めるものとする。 

（ア）第２非常配備 

その他必要により、本部長が当該非常配備を発令したとき。 

（イ）第３非常配備 

東海地震予知情報（警戒宣言）が発表されたとき。  

その他必要により、本部長が当該非常配備を指令したとき。 

なお、職員の参集時の体制については、「職員初動体制マニュアル」において詳細を定 

める。 

 

第２節 警戒宣言発令時等の情報伝達                      

1 警戒宣言等の伝達系統 

（1）東海地震に関連する情報（東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調査

情報（臨時）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）警戒宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 代替伝達系統 

何らかの事情により通信が困難な場合、県から市への代替伝達系統は、第 3 編第 3 章第 2 節

「通信手段の確保」で定める非常通信によるものとする。  

 

 

気象庁 気象台 

消防庁 犬山市 市民等 愛知県 

防災情報 

提供システム 
防災行政無線 

による一斉指令 

警察庁 

 尾張県民事務所 

 一宮建設事務所 

 尾張農林水産事務所 

 江南保健所 

 ライフライン関係機関 

  （一部 NTT回線による） 

  

消防防災無線 

犬山警察署 

管区警察局 

内閣府 関係省庁 指定地方行政機関 

指定公共機関 

消防庁 愛知県 犬山市 市民等 

犬山警察署 

 尾張県民事務所 

 一宮建設事務所 

 尾張農林水産事務所 

 江南保健所 

 ライフライン関係機関 

  （一部 NTT回線による） 

 

指定地方行政機関 関係省庁 

警察庁 

管区警察局 

内閣総理大臣 内閣府 

指定公共機関 
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３ 市の内部伝達、住民等への伝達 

（1）市は、勤務時間内及び勤務時間外それぞれの内部伝達体制を早急に整備するとともに、速や

かに住民等へ伝達するものとする。 

 

４ その他の防災関係機関の情報伝達 

指定地方行政機関及び指定公共機関等の防災関係機関は、法令又は防災計画に定めるところ

により、関係機関及び関係者等に伝達するものとする。 

 

第３節 警戒宣言発令時等の広報                        

１ 市における措置 

市は、住民等からの問い合わせに対応できるよう、問い合わせ窓口等の体制を整えるものと

する。 

 

２ 広報内容 

広報を行う必要がある項目は、おおむね次のとおりとする。 

（1）東海地震に関連する情報の内容、特に市内の震度及び津波の予想 

（2）東海地震注意情報が発表された場合及び警戒宣言が発せられた場合の社会的混乱を防止する

ための適切な対応の呼びかけ 

（3）東海地震注意情報が発表された場合の防災関係機関の準備行動に関する情報 

（4）市長から市民への呼びかけ 

（5）強化地域内外の交通規制の状況、公共交通機関の運行状況 

（6）強化地域内外のライフラインに関する情報 

（7）避難対象地区外の小規模小売店に対する営業の確保の呼びかけ 

（8）応急計画を作成すべき事業所に対する計画実施の勧告 

（9）市民、応急計画を作成しない事業所がとるべき措置 

（10）車両運転の自粛と運転者のとるべき措置 

（11）金融機関が講じた措置に関する情報 

（12）その他状況に応じて事業所又は市民に周知すべき事項 

 

警戒宣言発令に伴う市民への呼びかけ文（例文）  

 市民の皆さん、こちらは犬山市災害対策本部です。既に、ご存じのことと思いますが、内閣総理大臣

は、本日  時  分、東海地震の警戒宣言を発しました。 

 この地震が発生しますと犬山市内では、震度５強程度のかなり強い地震が予想されますので十分警戒し

てください。既に、県、市及び各防災関係機関では、職員が非常配備について防災対策に全力を挙げ

ておりますが、市民の皆さんも次の点に十分留意して、いざという時に備えてください。 

  まず、火の使用、自動車の使用、危険な作業などは極力自粛してください。次に、消火の準備や飲

料水の汲み置きなど、できる限りやっておいてください。それ以上に大切なことは、皆さんの落ち着いた

行動です。デマなどに惑わされず、放送や広報など正確な情報に耳を傾け、避難などで外出する場合も市、

警察、消防等の職員の指示に従って秩序正しく行動してください。 

 市民の皆さんと力を合わせて、この非常時を乗り切っていきたいと念願し、ただいま、全力を注いでい

ます。 

 また、対策に従事しておられる防災関係機関の皆様もいざという時に備えて万全の対策をお願いします。 
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３ 広報手段等 

広報は、テレビ、ラジオ等報道機関の協力を得て行うほか、地震防災信号、広報車、同報無

線・有線放送、インターネット又は自主防災組織等を通じる次の伝達系統により行うものとす

る。 

なお、外国にルーツをもつ人等情報伝達について特に配慮を要する者に対する対応について

は、愛知県災害多言語支援センターによる多言語ややさしい日本語による情報提供、表示、冊

子又は外国語放送など様々な広報手段を活用して行う。 

 

(1) 伝達系統 

 

 

                      

 

 

 

 

 

(2) 地震防災信号 

警      鐘 サ イ レ ン 

   （５点） 

  ●－●－●－●－●  ●－●－●－●－● 

４５秒吹鳴 １５秒休み 繰り返し 

  ●                  ● 

備考 １ 警鐘又はサイレンは、適宜の時間を継続すること。 

   ２ 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 

 

(3) 問い合わせ窓口 

  市は、住民等からの問い合わせに対応できるよう、窓口等の体制を整えるものと

する｡ 

 

第４節 警戒宣言後の避難状況等に関する情報の収集、伝達等           

１ 収集･伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県 

警戒本部 
市民 

公共的団体 

地震防災上重要な

施設の管理者 等 

地震防災信号 (サイレン・警鐘) 

広報車、有線放送 

インターネット、電話、 

その他 
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２ 報告事項･時期 

（1）市は、警戒宣言発令後１時間以内に、「避難・地震防災応急対策の実施状況報告（速報用）

（様式 1）」により県に報告する。 

ア 報告事項は、次の事項とする。 

① 東海地震予知情報の伝達（選択：1 完了、2 半数以上、3 半数未満） 

② 地域住民の避難状況（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完了、イ 実施中、ウ 未実施）） 

③ 消防・浸水対策活動（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完了、イ 実施中、ウ 未実施）） 

④ 応急の救護を要すると認められる者の救護・保護（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完

了、イ 実施中、ウ 未実施）） 

⑤ 施設・設備の整備及び点検（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完了、イ 実施中、ウ 未

実施）） 

⑥ 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完

了、イ 実施中、ウ 未実施）） 

⑦ 食糧、生活必需品、医薬品等の確保（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完了、イ 実

施中、ウ 未実施）） 

⑧ 緊急輸送の確保（選択：1 必要なし、2 必要あり（ア 完了、イ 実施中、ウ 未実施）） 

⑨ 地震災害警戒本部（災害対策本部）の設置（選択：1 設置、2 準備中、3 未設置） 

⑩ 対策要員の確保（選択：1 完了、2 半数以上、3 半数未満） 

（2）それ以降は、「避難・地震防災応急対策の実施状況報告（様式 2）」により報告することとし、

報告事項及び報告時期は、次のとおりとする。 

ア 報告事項は、次の事項とする。 

① 避難の経過（「危険事態、異常事態の発生状況」及び「措置事項」） 

② 避難の完了（「避難場所名」、「避難人数・要救護人数」及び「救護・保護に必要な措置等」） 

③ 東海地震予知情報の伝達、避難指示 

④ 消防、水防その他応急措置 

⑤ 応急の救護を要すると認められる者の救護・保護 

⑥ 施設・設備の整備及び点検 

⑦ 犯罪の予防、交通の規則、その他社会秩序の維持 

⑧ 緊急輸送の確保 

⑨ 食料・医薬品等の確保、清掃・防疫の体制設備 

⑩ その他災害の発生防止・軽減を図るための措置 

イ 報告時期 

①は、危険な事態、その他の異常な事態が発生した後直ちに。 

②は、避難に係る措置が完了した後速やかに。 

③から⑩までは、それぞれの措置を実施するため必要な体制を整備したとき、その他経過

に応じて逐次。 

（3）ライフライン関係機関は、必要に応じて、別に定める「愛知県ライフライン情報マニュアル」

に従い、防災体制の状況を県に報告する。 
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避難・地震防災応急対策の実施状況報告（速報用）（様式 1） 

 

《避難・地震防災応急対策の実施状況報告》  

                                                                           

 即報用 

送  信  者 受  信  者 送 受 信 時 間 

機関名 氏  名 機関名 氏  名 

        月  日  時  分 

       月  日  時  分 

 
 

緊急応急対策等 実施状況等 

(該当する番号に○をつけること) 

①東海地震予知情報の伝達 １ 完了     ２ 半数以上  ３ 半数未満 

②地域住民の避難状況 １ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

③消防・浸水対策活動 １ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

④応急の救護を要すると認め 

 られる者の救護、保護 

１ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

⑤施設・設備の整備及び点検 １ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

⑥犯罪の防止、交通の規制、 

 その他社会秩序の維持 

１ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

⑦食糧、生活必需品、医薬品 

 等の確保 

１ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

⑧緊急輸送の確保 １ 必要なし 

２ 必要あり （ア 完了 イ 実施中 ウ 未実施） 

⑨災害対策本部の設置 １ 設置     ２ 準備中       ３ 未設置 

⑩対策要員の確保 １ 完了     ２ 半数以上      ３ 半数未満 

 

 

 

備 考 
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避難・地震防災応急対策の実施状況報告（様式 2） 

 

《避難・地震防災応急対策の実施状況報告》  

 

送信者 受信者 送受信時間 

機関名  氏名 機関名 氏名 

    月   日   時  分 

    月   日   時  分 

 

 

 

 

避 

 

 

難 

 

 

状 

 

 

況 

① 

避 

難 

の 

経 

過 

 危険事態、異常事態の発生状況  

 

 措 置 事 項  

 

② 

避 

 

難 

 

の 

 

完 

 

了 

避 難 場 所 名 避難人数・ 

要救護人数 

救護、保護に 

必要な措置等 

   

   

   

   

   

地 

 

震 

 

災 

 

応 

 

対 

 

策 

③ 東海地震予知情報の伝達、避難勧告・指示  

④ 消防、水防その他応急措置  

⑤ 応急の救護を要すると認められる者の救護・保護  

⑥ 施設・設備の整備及び点検  

⑦ 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持  

⑧ 緊急輸送の確保  

⑨ 食料・医薬品等の確保、清掃・防疫の体制整備  

⑩ その他災害の発生防止、軽減を図るための措置  

  

備      考 
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第３章 発災に備えた資機材、人員等の配備手配 

 

■ 基本方針 

○ 市、県及びその他の防災関係機関は、地震発生後に災害応急対策を迅速かつ的確に実施す

るため、警戒宣言が発せられた場合には、主要食糧や毛布等の生活必需品、応急復旧用資機材

等の発災後の災害応急対策に必要な物資を調達するための手配手続き、災害応急対策に係る措

置を実施する人員の事前配備を行うものとする。 

なお、東海地震注意情報が発表された場合には、これらの準備的な対応を実施する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

主要食糧、医薬品、

住宅等の確保 

市 1(2) 医薬品等の確保 

日本赤十字社愛知

県支部（愛知県赤

十字血液センタ

ー） 

2 血液製剤の確保及び供給の準備 

第２節 

災害応急対策等に

必要な資機材及び

人員の配備 

市 1(1) 緊急輸送確保用の資機材・人員の配備 

1(2) 浸水対策用の資機材･人員の配備 

1(3) 廃棄物処理及び清掃活動確保用の資機材･人員

の配備 

1(4) 防疫活動確保用の資機材･人員の配備 

1(5) 医療救護用の資機材･人員の配備 

水道事業者等 2(1) 水道事業者及び水道用水供給事業者：給水用資

機材、水道施設の応急復旧用資機材・人員の配備 

2(2) 下水道管理者：資機材の点検、確保及び要員の

確保等 

鉄道事業者 3(1) 応急復旧用資機材･機器の所在等確認 

3(2) 必要により応急復旧体制の確立 

中部電力株式会社 4(1) 車両・資機材等の整備･確保 

4(2) 対策要員の確保 

ガス事業会社 5(1) 車両・資機材等の整備･確保 

5(2) 対策要員の確保 

通信事業者、移動

通信事業者 

6(1) 復旧用資機材、車両等の確保等 

6(2) 応急復旧体制の確立 

日本赤十字社愛知

県支部 

7 救護班要員の確保、医療救護班の派遣準備、血液

製剤の確保及び供給準備 

 

第１節 主要食糧、医薬品、住宅等の確保                    

１ 市における措置 

(1) 主要食料の確保 

警戒宣言が発せられた場合、主食の応急対策は県と密接な連絡を図り、県及び市が保有する

災害用備蓄物資の確保体制をとるものとし、パン、副食品等についても関係機関の協力を求め

その確保に努める。 
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なお、品目によって数量が不足する場合は、近隣市町に対して協力を要請し、物資の確保に

努める。 

(2) 生活必需品の確保 

日常生活に欠くことのできない被服、寝具を始めとする生活必需品の確保に努めるとともに、

発災後における必要量の確保が困難な場合には、県へ援助の要請をするものとする。なお、生

活必需品を扱う市内スーパーマーケット、小売店舗については、警戒宣言が発せられた場合、

極力営業を行うよう犬山市商工会議所を通じ要請し、供給確保に努めるものとする。    

(3) 家庭内備蓄の推進 

市は、発災以前においての食料を始めとする物資の支給は原則として行わないため、市民は

発災時に備えての非常持出し品のほか、３日分以上（可能な限り１週間分程度）の飲料水、食

料を始めとする生活必需品を、常時家庭内に備蓄しておくものとする。  

(4) 医薬品等の確保 

東海地震注意情報が発表された段階から、医薬品その他衛生材料の確保に努めるとともに、

発災後における必要量の確保が困難な場合には、「愛知県災害時医薬品等安定供給確保事業運営

要領」に基づいて、県等へ援助の要請をするものとする。 

(5) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理の確保 

東海地震注意情報が発表された段階から、発災後に備えて事前に応急仮設住宅の建設及び被

災住宅の応急修理及び住宅相談のため、県、犬山市防災協力会等に対し、建設及び修理、相談

等の協力要請を行う。 

 

２ 愛知県赤十字血液センターにおける措置 

日本赤十字社愛知県支部（愛知県赤十字血液センター）は、東海地震注意情報の発表に伴い、

血液製剤の確保及び供給の準備その他必要な措置をとる。 

 

第２節 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備              

１ 市における措置 

（1）緊急輸送確保用の資機材・人員の配備 

市は、東海地震注意情報が発表された段階から、発災後における緊急輸送道路を確保するた

め、応急復旧用の資機材の確認、人員の確保等の措置を講ずるものとする。 

（2）浸水対策用の資機材･人員の配備 

市は、水害の防止及び軽減についての活動が他の防災活動と一体となって、迅速かつ強力に

推進できるよう、非常配備などの体制を整えるものとする。 

（3）廃棄物処理及び清掃活動確保用の資機材･人員の配備 

ア 一般廃棄物処理施設 

市は、地震等災害が発生した場合に備えて、速やかに一般廃棄物処理施設を復旧、稼動で

きるよう、警戒宣言発令時の体制の確保を図るものとする。 

イ ごみ処理 

市は、倒壊家屋及び家具等の可燃物並びに瓦等不燃物が発生した場合に備えて、これらの

廃棄物の収集、運搬、処分が速やかに行えるよう、警戒宣言発令時には人員体制及び資機材

の確保を図るものとする。 

ウ し尿処理 

市は、家屋の倒壊、水道の断水等により、トイレが使用不可能になった場合に備えて、必

要な箇所に仮設トイレを設置できるよう、警戒宣言発令時には人員体制及び資機材の確保を

図るものとする。 

（4）防疫活動確保用の資機材･人員の配備 
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市は、地震発生時に速やかに感染症まん延防止対策として防疫活動が実施できるよう、警戒

宣言発令時には必要な配備体制をとるものとする。 

（5）医療救護用の資機材･人員の配備 

市は、東海地震注意情報が発表された段階から、応急的な医療救護活動の実施のための準備

をする。 

 

２ 水道事業者等における措置 

（1）水道事業者及び水道用水供給事業者 

水道事業者及び水道用水供給事業者は、東海地震注意情報が発表された段階から、発災後の

給水確保のため、給水用資機材、水道施設の応急復旧用資機材の整備点検を行うものとする。 

また、警戒宣言が発せられた場合、給水用資機材、水道施設の応急復旧用資機材及び人員の

配備等を実施するとともに、水道の工事業者及び｢水道災害相互応援に関する覚書｣を締結して

いる県内の水道事業者と連絡を密にして、災害時の緊急体制を整えるものとする。 

◆資料編 相互応援協定・覚書 

 「災害時における応急給水及び復旧工事等の協力に関する協定書（一般社団法人犬山指定水 

   道工事店協同組合）」 

（2）下水道管理者 

下水道管理者は、東海地震注意情報が発表された段階から、所用人員の配備、発災後の応急

復旧に備えた資機材の点検・確保等に努める。 

 

３ 鉄道事業者における措置 

鉄道事業者は、警戒宣言が発せられた場合、発災後における応急復旧に備えるため、おおむ

ね次のような措置を講ずるものとする。 

（1）応急復旧用資機材･機器の所在を確認するとともに、関係者の手持ち資料、機器についても

その所在を確認する。 

（2）必要によりあらかじめ定めてある要員により応急復旧体制をとる。 

 

４ 中部電力株式会社における措置 

中部電力株式会社は、東海地震注意情報、又は警戒宣言が発表された場合、社内に非常体制

を発令し、非常災害対策本部を設置して、次の措置を講ずる。 

（1）車両等を整備･確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び緊急確保に

努める。 

（2）あらかじめ定めた連絡ルートにより、対策要員を動員し確保に努める。 

 

５ ガス事業会社における措置 

ガス事業会社は、東海地震注意情報が発表された場合、社内に警戒体制を発令し、災害対策

本部を設置して、次の措置を講ずる。 

（1）車両等を整備･確保して応急出動に備えるとともに、備蓄資機材の数量確認及び緊急確保に

努める。 

（2）あらかじめ定めた連絡ルートにより、対策要員の確保に努める。 

 

６ 通信事業者及び移動通信事業者における措置 

（1）西日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、東海地

震注意情報を受けた場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、あらかじめ配備して
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ある復旧用資機材、車両等の所在及び数量等の確認、広域応援計画に基づく必要な手配を実施

するものとする。 

（2）あらかじめ定めている要員により応急復旧体制をとる。 

 

７ 日本赤十字社愛知県支部における措置 

日本赤十字社愛知県支部は、東海地震注意情報が発表された段階から、災害の発生に備え、

救護班要員の確保、医療救護班の派遣準備を行うとともに、血液製剤の確保及び供給の準備を

行う。 
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第４章 発災に備えた直前対策 

 

■ 基本方針 

○ 警戒宣言が発せられた場合、地震被害の軽減を図るため、防災関係機関及び地域住民等は

一体となって冷静かつ迅速に、発災に備えた直前対策をとるものとする。 

なお、東海地震注意情報が発表された場合、これらの準備的な対応を実施する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

避難対策 

市 1(1) 避難対象地区の周知 

1(2) 避難の勧告等 

1(3) 避難生活に必須である物資の支給に係る周知 

1(4) 屋外における避難生活の運営 

1(5) 徒歩による避難の誘導 

1(6) 要配慮者に対する支援・配慮 

1(7) 出張者、旅行者等の対応 

警察 2(1) 避難の際における警告、指示等 

2(2) 避難の指示 

学校 3(1) 児童生徒等の安全確保 

3(2) 実態に即した具体的な対応方法の決定 

3(3) 児童生徒及び保護者等に対する対応方法の周

知 

3(4) 施設設備に対する安全点検 

第２節 

消防、浸水等対策 

市 1(1) 正確な情報の収集及び伝達 

1(2) 火災、水災等の防除のための警戒 

1(3) 急傾斜地崩壊危険地域等における避難のため

の立退きの指示、避難誘導、避難路の確保 

1(4) 火災発生の防止、初期消火についての住民への

広報 

1(5) 自主防災組織等の防災活動に対する指導 

1(6) 地震防災応急計画の実施の指導 

1(7) 迅速な救急救助のための体制確保 

1(8) 監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

1(9) 水防資機材の点検、整備、配備 

水防上重要な施設

の管理者 

2 巡回監視、土嚢の準備など必要な対策 

第３節 

社会秩序の維持対

策 

警察 1(1) 混乱防止の措置 

1(2) 不法事案に対する措置 

1(3) 避難に伴う措置 

1(4) 自主防災活動に対する支援 

第４節 

道路交通対策 

県公安委員会 1 交通規制による道路交通の確保 

市、県公安委員会、

道路管理者 

2 警戒宣言時の交通規制等に関する事前の情報提

供及び運転者のとるべき措置の周知徹底 
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第５節 

鉄道 

名古屋鉄道株式会

社 

1(1) 東海地震注意情報発表時 

ア 平常運行及び輸送力増強 

イ 旅客への速やかな帰宅の案内等 

1(2) 警戒宣言発令時 

ア 列車の強化地域進入禁止等 

イ 旅客への情報伝達及び列車の運行情報等の

案内 

第６節 

バス 

路線バス事業者 乗客等の安全確保のため、原則として、強化地域

において次の措置を講ずる。 

1(1) 危険箇所、避難地の調査及び従業員への周知徹

底 

1(2) 警戒宣言発令時等の情報収集･伝達経路の決定 

1(3) 乗客に対する警戒宣言発令時の対応案内等（東

海地震注意情報発表） 

1(4) 車両の運行中止及び旅客に対する避難地の教

示（警戒宣言発令） 

1(5) 車両の営業所への回送 

1(6) 滞留旅客に対する情報提供及び最寄避難地、運

行中止措置の案内・広報 

第７節 

飲料水、電気、ガ

ス、通信及び放送

関係 

市、水道事業者 1(1) 配水池の水位確保等配水操作 

1(2) 自己水源を最大限に活用した送水 

1(3) 県(企業庁)に緊急増量の要請（県営水道受水団

体） 

中部電力株式会社 2(1) 電力施設の特別巡視、特別点検等の予防措置 

2(2) 電力の緊急融通体制の確認 

2(3) 電気の安全措置に関する広報 

犬山瓦斯株式会

社・東邦瓦斯株式

会社 

3(1) ガス供給の継続 

3(2) ガスの安全措置に関する広報 

3(3) 本社及び事業所等の見学者、訪問者等に対する

帰宅等の要請 

3(4) ガス工作物の巡視･点検 

3(5) 工事等の中断 

一般社団法人愛知

県ＬＰガス協会 

4 ＬＰガスの具体的な安全措置に関する広報 

通信事業者 5(1) 地震防災応急対策等に関する広報 

5(2) 通信の利用制限等の措置 

5(3) 災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板の運用 

5(4) 建物、施設等の巡視と点検 

5(5) 工事中の施設に対する安全措置 

日本放送協会名古

屋放送局 

6(1) 防災組織の整備及び県・市町村との協力 

6(2) 地震災害及び社会的混乱の防止を目的とした

緊急警報放送等 

6(3) 外国にルーツをもつ人、視覚障害者等への配慮 
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第８節 

生活必需品の確保 

市 1(1) 生活必需品の売り惜しみ、買占め等の防止に係

る要請 

1(2) 生活必需品を扱う小売店舗の営業に係る要請 

1(3)各家庭における 1 週間分程度の飲料水、食料等

の備蓄についての周知徹底（平常時から） 

第９節 

金融対策 

東海財務局、日本

銀行名古屋支店 

1(1) 預金取扱金融機関への措置 

1(2) 保険会社及び少額短期保険業者への措置 

1(3) 証券会社等への措置 

1(4) 電子債権記録機関への措置 

第１０節 

郵政事業対策 

日本郵便株式会社 平常窓口業務 

第１１節 

病院、診療所 

病院、診療所 (1) 院内放送等による職員、入院・外来患者等に対

する情報提供等（東海地震注意情報発表） 

(2) 強化地域内の病院・診療所の原則、外来診療中

止（警戒宣言発令）ただし、耐震性を有するなど

安全性が確保されている場合は、診療継続可 

(3) 災害拠点病院の外来診療を原則縮小（警戒宣言

発令）ただし、救急外来、投薬外来（簡単な問診

等での投薬外来）を除く 

第１２節 

百貨店等 

百貨店等 強化地域内の百貨店等は、原則、営業中止（警戒

宣言発令）ただし、耐震性を有するなど安全性が確

保されている場合は、営業継続可 

第１３節 

緊急輸送 

市、関係機関 1(1) 緊急輸送等に備えた緊急輸送用車両及びヘリ

ポート等の確保 

1(2) 確保すべき車両の数量、及び確保先との連絡手

段の事前決定 

第１４節 

警戒宣言発令時の

帰宅困難者・滞留

旅客対策 

市町村 帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、避難所等

の設置や帰宅支援等必要な対策 

関係機関 帰宅困難者、滞留旅客の避難誘導、保護、食料等

のあっせん等 

 

第１節 避難対策                               

１ 市における措置 

（1）避難対象地区の周知 

市は、警戒宣言が発せられた場合において避難情報の対象となるべき急傾斜地崩壊危険地域

等の範囲（以下「避難対象地区」という。）を、あらかじめ地域防災計画において、警戒宣言

発令時の避難情報の対象地区として定め、対象地区の範囲、想定される危険の種類、避難場

所、避難ルート、その他避難に関する注意事項を、関係地区住民に対して周知するものとす

る。 

（2）避難の指示等 

市長は、警戒宣言が発せられた場合において、住民等の生命及び身体を保護するため必要が

あると認めるときは、あらかじめ定めた避難対象地区について、避難の指示、又は指示を行い、

あるいは警戒区域の設定を行う。 
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（3）避難生活に必須である物資の支給に係る周知 

市は、避難生活に必須の食糧、飲料水、生活必需品等の物資を、警戒宣言時には避難者に支

給しない場合は、その旨を周知するものとする。 

（4）屋外における避難生活の運営 

避難場所で運営する避難生活は、原則として屋外によるものとする。ただし、要配慮者の保

護のため、安全性を勘案のうえ、必要に応じて屋内における避難生活を運営できるものとする。 

（5）徒歩による避難の誘導 

避難対象地区内の居住者等が避難場所まで避難するための方法については、徒歩によるもの

とする。ただし、山間地で避難場所までの距離が遠く、徒歩による避難が著しく困難な避難対

象地区の居住者等については、地域ごとの実情に応じて必要最小限の車両の活用の適否を検討

するなど、避難行動の実効性を確保するよう努めるものとする。 

（6）要配慮者に対する支援・配慮 

市は、避難行動要支援者の人数及び介護者の有無等の把握に努めるとともに、必要な支援を

行うものとする。 

なお、避難にあたり他人の介護を必要とする者を受入れる施設のうち市が管理する施設につ

いては、避難者の救護のために必要な措置を講ずるものとする。 

また、外国にルーツをもつ人に対する情報伝達においては、多言語ややさしい日本語、ピク

トグラム（案内用図記号）による伝達ができるように配慮する。 

（7）出張者、旅行者等の対応 

市は、出張者及び旅行者等について、関係事業者と連携しつつ、避難誘導等適切な対応を実

施する。特に、帰宅困難者、滞留旅客の避難対策については、事前に鉄道事業者と十分調整し

ておくものとする。 

 

２ 警察における措置 

（1）避難の際における警告、指示等 

警戒宣言が発せられた場合において、強化地域内外で避難に伴う混雑等により危険な事態が

発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさ

せ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示を行う。 

この場合において、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若し

くはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両の撤去その他必

要な措置を行う。 

（2）避難の指示 

警戒宣言が発せられた場合、市長が避難のための立退きを指示することができないと認める

とき、又は市長から要求があったときは、警察官は、必要と認める地域の居住者、滞在者、そ

の他の者に対し、避難のための立退きを指示する。 

警察官が避難のための立退きを指示したときは、直ちにその旨を市町村長に通知する。 

 

３ 学校等（幼稚園、保育園等を含む）における措置 

（1）児童生徒等の安全確保 

児童生徒等の安全を確保するため、強化地域内外においては、東海地震注意情報が発表され

た場合、原則として、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 児童生徒等が在校中の場合には、授業、部活動等を中止し、あらかじめ定められた方法に

基づき速やかに下校させる。 

イ 児童生徒等が登下校中の場合には、あらかじめ定められた方法に基づき速やかに帰宅する

よう指導する。 
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ウ 児童生徒等が在宅中の場合には、休校として、児童生徒等は登校させない。 

（2）実態に即した具体的な対応方法の決定 

各学校においては、上記を踏まえて、通学方法、通学距離、通学時間、通学路、交通機関の

状況等を考慮し、あらかじめ保護者、地域の関係機関の意見を聞いた上で、実態に即した具体

的な対応方法を定めておくものとする。 

（3）児童生徒及び保護者等に対する対応方法の周知 

東海地震注意情報が発表された場合の対応方法については、あらかじめ児童生徒及び保護者、

その他関係者に周知しておくものとする。 

（4）施設設備に対する安全点検 

施設設備について、日頃から安全点検を行い、災害の発生を防止するため必要な措置をとる

ものとする。 

 

第２節 消防、浸水等対策                           

１ 市における措置 

市は、警戒宣言が発せられた場合、消防機関及び水防団が出火及び混乱の防止等に関して講

ずる措置として、市地域防災計画及び消防計画に基づいて、次の事項を重点として推進するも

のとし、東海地震注意情報が発表された場合においても、資機材の点検・整備等準備行動を行

う。 

また、発災後の迅速な消火、救急救助活動を確保するため、東海地震注意情報が発表された

段階から、消防本部における準備等必要な体制をとるものとする。 

（1）正確な情報の収集及び伝達 

（2）火災、水災等の防除のための警戒 

（3）急傾斜地崩壊危険地域等における避難のための立退きの指示、避難誘導、避難路の確保 

（4）火災発生の防止、初期消火についての住民への広報 

（5）自主防災組織等の防災活動に対する指導 

（6）地震防災応急計画の実施の指導 

（7）迅速な救急救助のための体制確保 

（8）監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

（9）水防資機材の点検、整備、配備 

 

２ その他の管理者における措置 

愛知県水防計画に位置づけられた水防上重要な施設の管理者は、東海地震注意情報が発表さ

れた段階から、地震発生時の安全な避難及び二次災害防止を図るため、巡回監視、土嚢の準備

などの必要な対策を講ずる。 

 

第３節 社会秩序の維持対策                          

１ 警察における措置 

警察は、警戒宣言が発せられた場合等における混乱の防止並びに犯罪の予防及び取締りのた

め社会秩序の維持対策を推進する。 

（1）混乱防止の措置 

ア 警戒宣言が発せられた場合主要駅、繁華街、銀行、百貨店、大型スーパー等不特定多

数の人が集まる施設・場所の管理者と緊密に連携し、広報、整理誘導等の混乱防止措置

を行うものとする。 

イ 正しい情報の積極的な広報及び混乱発生時における迅速な対処により流言飛語によ

る混乱の防止を図るものとする。 
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（2）不法事案に対する措置 

ア 窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力事犯等生活に密着した犯罪の予防及び取

締りを行うものとする。 

イ その他混乱等に乗じた各種不法事案の予防及び取締りを行うものとする。  

（3）避難に伴う措置 

避難先及び避難対象地区に対する警戒活動を行うものとする。 

（4）自主防災活動に対する支援 

自治会、町内会、自主防災組織等の住民等による防災活動に対する支援を行うものとす

る。 

 

第４節 道路交通対策                              

１ 県公安委員会における措置 

警戒宣言が発せられた場合、車両等が滞留して一般道路の交通が著しく混雑することが予想

されるため、県公安委員会は、道路管理者及び関係機関と緊密に連絡し適切な交通規制を実施

し、交通混乱の防止、緊急物資の輸送、警察･消防活動等が行えるよう道路交通の確保を図るも

のとする。 

（1）交通規制の基本方針 

ア 一般道については、一般車両の強化地域内での走行を極力抑制するとともに、強化地域へ

の流入を極力制限し、強化地域からの流出は交通の混乱が生じない限り原則として制限しな

い。 

イ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、一般車両の強化地域内のインターチェン

ジ等からの流入を制限するとともに、強化地域への流入を制限し、強化地域からの流出は制

限しない。 

ウ 避難路、緊急交通路については、優先的にその機能の確保を図る。 

（2）交通規制の内容 

警戒宣言が発せられた場合は、県公安委員会は道路管理者及び関係機関と緊密に連携し、大

規模地震対策特別措置法及び道路交通法の定めるところにより、地震防災応急対策に従事する

者又は必要な物資の緊急輸送、その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送

を確保するため、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限する。 

ア 緊急交通路の確保 

（ｱ）第１次 

a 強化地域規制 

次の各インターチェンジにおいて、一般車両に対し、流入の制限及び強化地域内の高

速道路等における走行の抑制を行う。 

路線名 流入を制限するＩＣ 

東名高速道路 県内全 IC(春日井 IC下り線を除く) 

新東名高速道路 県内全 IC 

伊勢湾岸自動車道 県内全 IC 

東海環状自動車道 
せと品野 IC 及びせと赤津 IC 内周り線（北進）を

除く県内全 IC 

名古屋瀬戸道路 全 IC 

東名阪自動車道 県内全 IC 

名古屋第二環状自動車道 全 IC 

名古屋高速道路 全 IC 



地震災害対策計画 

別紙 第５編 東海地震に関する事前対策／第４章 発災に備えた直前対策 

別紙 4-7 

知多半島道路 全 IC 

南知多道路 全 IC 

知多横断道路 全 IC 

中部国際空港連絡道路 全 IC 

b 強化地域周辺規制 

強化地域内への流入を極力制限するために、一般車両に対し、次の主要箇所において

必要な規制等を行う。  

交差点名 路線名 住   所 規制方向 

一色下方 国道 155号 稲沢市一色下方町 南進 

梅須賀 県道一宮蟹江線 稲沢市梅須賀町 南進・東進 

中之郷南 国道 22号 北名古屋市中之郷南 南進 

豊場 国道 41号 西春日井郡豊山町 南進 

瑞穂通 5丁目 国道 19号 春日井市瑞穂通 5丁目 南進 

高蔵寺北 国道 155号 春日井市高蔵寺町 南進 

新共栄橋南 国道 363号 瀬戸市共栄通 3丁目 南進・西進 

東本町 国道 155号 瀬戸市西本町 1丁目 南進 

小原トンネル北 国道 419号 豊田市大ヶ蔵連町 南進 

上郷大橋北 国道 153号 豊田市大野瀬町 南進 

（ｲ）第２次 

避難及び地震防災応急対策に支障が生じる事態が発生した場合、必要な交通規制の見直

しを行う。 

イ 広域交通規制 

交通の混乱を防止し、かつ緊急輸送を確保するため、交通の状況に応じて、警察庁の指定

する｢広域交通規制道路｣又は｢広域交通検問所｣のうちから区間又は地点を指定し、一般車両

を対象とした必要な交通規制を行う。 

広域交通規制道路 

国 道 1号、19号、22号、23号、41号、42号 

高速道路 中央自動車道西宮線（名神高速道路を除く） 

中央自動車道西宮線（名神高速道路） 

第一東海自動車道（東名高速道路） 

東海北陸自動車道 

名古屋高速道路 

東海環状自動車道 

第二東海自動車道横浜名古屋線（伊勢湾岸自動車道） 

伊勢湾岸道路 

近畿自動車道（伊勢湾岸自動車道） 

近畿自動車道（東名阪自動車道） 

名古屋第二環状自動車道 

知多半島道路 

南知多道路 

知多横断道路 

中部国際空港連絡道路 
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広域交通検問所 

名 称 住 所 道 路 名 

西八町交差点 豊橋市八町通 国道 1号 

坂下交番前 春日井市坂下町 国道 19号 

名四町交差点 名古屋市港区 国道 23号 

五郎丸交番前 犬山市橋爪東 国道 41号 

豊川インター 豊川市麻生田町 東名高速道路 

小牧東インター 小牧市大字野口 中央自動車道（西宮線） 

名古屋西インター あま市七宝町 東名阪自動車道 

黒川インター 名古屋市北区田幡 名古屋高速道路 

一宮木曽川インター 一宮市大字大毛 東海北陸自動車道 

せと赤津インター 瀬戸市巡間町 東海環状自動車道 

湾岸弥富インター 弥富市駒野町 伊勢湾岸自動車道 

 

ウ 広域的な避難場所の周辺道路 

避難場所としての機能を確保するため、駐車禁止、指定方向外進入禁止規制等の必要な交

通規制を行う。 

（3）交通規制の方法 

警戒宣言発令時の交通規制は、大規模地震対策特別措置法第 24 条並びに道路交通法第 5 条

及び第 6 条により行うこととし、大規模地震対策特別措置法による場合は、同法施行令第 11

条に基づく交通規制標示の設置、道路管理者及び関係公安委員会への通知を行うものとする。 

（4）交通規制を行う地域、路線及び区間における車両等の措置 

ア 通行の禁止又は制限を行った路線上の車両については、直ちにこれを同路線以外の道路へ

誘導撤去させるとともに、その走行を極力抑制する。 

イ 強化地域内へ入ろうとする車両にあっては、その流入を極力抑制する。 

ウ 通行の禁止又は制限を行った路線上の駐車車両については、直ちに移動の広報、指導を行

い、状況により必要な措置を講ずる。 

（5）交通規制の結果生ずる滞留車両の措置 

強化地域内にある車両に対しては、通行の禁止又は制限をされた路線以外の路線についても、

現場広報及び指導により、走行を極力抑制し、交通規制により車両が長時間滞留することとな

った場合には、関係機関と協力して必要な対策を講ずる。 

（6）緊急輸送車両の確認 

ア 緊急輸送車両の確認 

県公安委員会が大規模地震対策特別措置法第 24 条の規定により、緊急輸送を行う車両以

外の車両について通行の禁止又は制限を行った場合、県又は県公安委員会は、大規模地震対

策特別措置法施行令第 12条の規定により緊急輸送車両の確認を行う。 

イ 緊急輸送車両の確認届出 

緊急輸送車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は、｢緊急通行車両等届出

書｣を県又は県公安委員会の事務担当部局等に提出するものとする。 

ウ 緊急輸送車両の標章及び証明書の交付 

緊急輸送車両であると確認したときは、県又は県公安委員会は、｢緊急輸送車両確認証明

書｣を標章とともに申請者に交付する。 

 

 



地震災害対策計画 

別紙 第５編 東海地震に関する事前対策／第４章 発災に備えた直前対策 

別紙 4-9 

２ 市、県公安委員会及び道路管理者における措置 

市、県公安委員会及び道路管理者は、東海地震注意情報が発表された段階から、警戒宣言時

の交通規制等の情報についてあらかじめ情報提供するとともに、以下に示す運転者のとるべき

措置について周知徹底を図るものとする。 

（1）車両の運転中に警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて直ちに低速

走行に移行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報

に応じて行動すること。 

（2）車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路

上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付

けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓を閉め、ド

アはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策・災害応急対

策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。 

（3）車両を運転中以外の場合に警戒宣言が発せられたとき津波から避難するためやむを得ない場

合を除き、避難のために車両を使用しないこと。 

 

第５節 鉄道                                  

警戒宣言に伴う強化地域内の運行停止による旅客の混乱を軽減するため、各鉄道事業者は、警

戒宣言前の段階から、警戒宣言時の運行規制等についてあらかじめ情報提供するとともに、不要

不急の旅行や出張等を控えるよう要請するものとする。また、警戒宣言までは、需要に応えるた

め極力運行を継続する。 

 

１ 名古屋鉄道株式会社における措置 

（1）東海地震注意情報発表時 

ア 列車の運行 

（ｱ）東海地震注意情報を受領した時点では、平常通り運行する。 

（ｲ）情報の受領時期にもよるが、基本的には旅客ができるだけ早く帰宅できるように、状況

に応じて輸送力を増強する。 

イ 旅客への対応 

（ｱ）旅客に対して、警戒宣言が発せられた場合には、列車の運転を中止する旨を伝え、速や

かな帰宅を促す案内を実施する。 

（ｲ）地震が発生した場合には地下駅や橋上駅は危険である旨を知らせる。 

（ｳ）東海地震注意情報の内容を旅客に説明し、落ち着いて行動するよう呼びかける。 

（ｴ）ターミナル駅は混雑が予想されるため、旅客の誘導を行うとともに、必要に応じ警察官

等の増備を依頼することもある。 

（2）警戒宣言発令時 

ア 列車の運行 

（ｱ）強化地域内の列車は、強化地域外に直ちに脱出し、強化地域外へ脱出できない列車は、

あらかじめ定めた最寄の駅に停車し、旅客を安全な場所に案内する。 

（ｲ）強化地域外の列車は、強化地域内へ進入せず、あらかじめ定めた駅での折り返し運転を

行う。 

犬山線        新鵜沼      岩倉 

        小牧線        犬 山      小牧 

       広見線・各務原線   通常どおり運行する。   
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イ 旅客への対応 

（ｱ）東海地震に関連する情報及び列車の運行情報等を、駅又は車内での案内放送、急告板の

掲出等により、旅客に案内する。 

（ｲ）強化地域内の駅構内及び列車内の旅客に対しては、最寄りの避難場所へ避難するよう案

内するとともに、強化地域外での列車折り返し駅までの案内を実施する。 

 

第６節 バス                                 

１ 路線バス事業者における措置 

路線バス事業者は、乗客等の安全を確保するため、原則として、強化地域においては次の措

置を講ずるものとする。 

（1）運行路線にかかわる津波の被害が予想される箇所、山崩れ･がけ崩れが想定される箇所等の

危険箇所、避難場所についてあらかじめ調査し、それを教育･訓練等により従業員に周知徹底

するものとする。 

（2）東海地震注意情報が発表された場合又は警戒宣言が発せられた場合における情報の収集･伝

達経路についてあらかじめ定めておく。特に、運行車両の乗務員は、ラジオ、サイレン、標識

等による情報収集に努めるものとする。 

（3）東海地震注意情報が発表された場合、乗客に対して、警戒宣言が発せられた場合には車両の

運行を中止する旨を伝え、速やかな帰宅を促す。 

（4）警戒宣言発令の情報を入手した乗務員は、速やかに車両の運行を中止し、危険箇所を避け安

全と思われる場所に停止し、旅客に対し避難場所の教示を行うものとする。 

（5）旅客を降ろした後、車両は、所属営業所又は最寄りの営業所まで回送する。ただし、緊急の

場合は、安全な場所へ退避する。 

（6）滞留旅客に対して、警戒宣言の内容、最寄の避難地及び運行中止の措置を取った旨の案内を

掲示物、放送等により広報する。 

 

第７節 飲料水、電気、ガス、通信及び放送関係                 

１ 市及び水道事業者における措置 

市及び水道事業者は、警戒宣言が発せられた場合、震災に備えた緊急貯水を地域住民等に強

力に呼びかけるとともに、次の措置をとるものとする。 

（1）地域住民等の飲料水等の緊急貯水によって水量不足が生じないよう、配水池の水位確保等配

水操作に十分留意する。 

（2）需要水量を確保するため、自己水源を最大限に活用した送水に努めるものとする。 

（3）県営水道受水団体は、自己水源による供給水の確保が困難な場合、直ちに県(企業庁)に緊急

増量の要請を行うものとする。 

 

２ 中部電力株式会社における措置 

中部電力株式会社は、地震災害予防及び災害復旧にとって必要不可欠な条件となっている電

力を円滑に供給するため、警戒宣言が発せられた場合等の地震防災応急対策として次の措置を

講ずる。 

（1）電力施設の予防措置 

東海地震注意情報又は、警戒宣言に基づき、電力施設に関する次の予防措置を講ずる。この

場合において、地震発生の危険に鑑み、作業上の安全に十分配慮する。 

ア 特別巡視、特別点検 

給電制御所、発電所、変電所等において、構内特別巡視、非常電源設備の点検、燃料・冷

却水等の補充、消火設備の点検を実施する。 
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イ 応急安全措置 

仕掛り工事及び作業中の電力施設は、状況に応じて、設備保全及び人身安全上の応急措置

を実施する。 

（2）電力の緊急融通 

各電力会社とあらかじめ定めた電力融通に関する契約等に基づき、電力の緊急融通体制につ

いて確認する。 

（3）安全広報 

テレビ、ラジオ等の報道機関及び Webサイトを通じて、地震発生時の具体的な電気の安全措

置に関する広報を行う。 

 

３ 犬山瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社における措置 

東邦瓦斯株式会社は、都市ガスを円滑に供給するため、警戒宣言等が発せられた場合、地震

防災応急対策として、次の措置を講ずる。 

（1）供給の継続 

警戒宣言が発せられた場合においても、ガスの供給を継続する。 

（2）安全広報 

警戒宣言発令等があった場合、ガス利用者に対し、不使用中のガス栓が閉止されていること

の確認、地震発生時におけるガス栓の即時閉止等を要請する。また、テレビ、ラジオ等の報道

機関に対して、この広報内容を報道するよう要請する。 

（3）帰宅等の要請 

東海地震注意情報が発表された場合、本社及び事業所等の見学者、訪問者等に対して、注意

情報が発表された旨を伝達し、帰宅等を要請する。 

（4）ガス工作物の巡視･点検 

警戒宣言発令等があった場合、点検が必要な設備については、あらかじめ定める点検要領に

従い巡視･点検を行う。 

（5）工事等の中断 

警戒宣言発令等があった場合、緊急でない工事･作業等は、工事中･作業中のガス工作物の危

険を防止する措置を施した後、これを中断する。 

 

４ 一般社団法人愛知県ＬＰガス協会における措置 

警戒宣言が発せられた場合、一般社団法人愛知県ＬＰガス協会は、ラジオ、テレビ等の報道

機関を通じて、あらかじめ連絡してある広報内容により、ＬＰガスの具体的な安全措置に関す

る広報を依頼する。 

 

５ 通信事業者における措置 

西日本電信電話株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、通信の疎通が著しく困難となる事

態が予想されるため、地震防災応急対策実施上の重要通信を確保するため次の措置を行う。 

また、他の通信会社は、これに準じた措置をとるものとする。 

（1）地震防災応急対策等に関する広報 

東海地震注意情報もしくは警戒宣言が発せられた場合、強化地域内の組織及びその他の地域

で必要とする組織においては、利用者の利便に関する次に掲げる事項について、支店前掲示板、

テレビ・ラジオ等を通じて情報提供及び必要な広報を行う。 

ア 通信の疎通状況及び利用制限等の措置状況 

イ 電報の受付、配達状況 

ウ 加入電話等の開通、移転等の工事、障害修理等の実施状況 
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エ 西日本電信電話株式会社の東海支店における業務実施状況 

オ 災害用伝言ダイヤルの利用方法(第 2編第 2章第 3節「7 通信施設」参照) 

カ その他必要とする事項 

（2）通信の利用制限等の措置 

各情報及び災害等により通話が著しく困難となった場合は、重要通信を確保するため、契約

約款の定めるところにより、通話の利用制限等の措置をとるものとする。 

（3）災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板の運用 

東海地震注意情報等発令後、状況に応じて災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板等を提供す

るとともに、報道機関への連絡等を行う。なお、必要に応じてこれらの措置を東海地震注意情

報等発令前からも実施する。 

（4）建物、施設等の巡視と点検 

東海地震注意情報、又は警戒宣言が発せられた場合、建物及び重要通信施設を巡視し、必要

な点検を実施するものとする。 

（5）工事中の施設に対する安全措置 

東海地震注意情報、又は警戒宣言が発せられた場合、工事中の電気通信設備、建築物等につ

いては、原則として工事を中断するものとする。中断に際しては、現用電気通信設備等に支障

を与えないよう、必要により補強及び落下、転倒防止等の安全措置を講ずるものとする。 

なお、この場合、付近住民及び作業員の安全に十分配慮するものとする。 

 

６ 日本放送協会名古屋放送局における措置 

（1）防災組織の整備及び県・市町村との協力 

日本放送協会名古屋放送局は、警戒宣言が発せられた場合、防災業務計画により防災組織を

整備して、自ら活動を実施するとともに、県および市町村と協力して減災・防災に向けた活動

を行う。 

（2）地震災害及び社会的混乱の防止を目的とした緊急警報放送等 

東海地震に関連する情報等の放送にあたっては、地震災害及び社会的混乱の防止を目的とし

て、居住者等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、交通･ライフライン･生活関連情報等

の正確･迅速な情報の提供に努めることを基本とし、緊急警報放送、臨時ニュースを編成する

等、各メディアを有効に活用して対処することとする。 

（3）外国にルーツをもつ人、視覚障害者等への配慮 

放送にあっては、外国にルーツをもつ人、視聴覚障害者等にも配慮を行うよう努めることと

する。 

 

第８節 生活必需品の確保                           

１ 市における措置 

（1）生活必需品の売り惜しみ、買占め等の防止に係る要請 

市は、警戒宣言が発せられた場合、食料等の生活必需品の売り惜しみ、買占め、及び物価高

騰が生じないよう、関係する生産団体、流通団体等に対して、安定して供給するよう要請する

ものとする。 

（2）生活必需品を扱う小売店舗の営業に係る要請 

生活必需品を扱うコンビニエンスストア等小売店舗に対して、警戒宣言が発せられた場合に

も極力営業を行うよう関係団体を通じ要請し、強化地域内にあっても、生活必需品等を販売す

るコンビニエンスストア等小売店舗の営業の要請に努めるとともに、必要となる物資の輸送に

ついての対策を講じるものとする。 

（3）食料の備蓄 
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市は、平常時から次の対応について周知徹底に努める。 

各家庭においては、警戒宣言発令時には市から食料等生活必需品は、原則として支給されな

いおそれがあること、また、地震発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想されることを

考慮し、可能な限り 1 週間分程度、最低でも 3 日間分の飲料水、食料を始めとする生活必需品

を、常時家庭内に備蓄しておかなければならない。 

 

第９節 金融対策                               

１ 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置 

東海財務局、日本銀行名古屋支店は、警戒宣言が発せられたときは、金融機関の現金保有状

況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保について必要な援助を行うなど、通貨の円滑な供

給の確保に万全の措置を講じるほか、必要に応じて、適当と認められる機関又は団体と緊密な

連絡をとりつつ、民間金融機関等に対し、その業務の円滑な遂行を確保するため、次に掲げる

民間金融機関等における措置を適切に講じるよう要請する。 

（1）預金取扱金融機関への措置 

ア 強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の対応 

（ｱ）窓口営業の停止 

営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、営業所等の窓口における営業は普通預金

(総合口座を含む。以下同じ｡)の払戻業務以外の業務は停止するとともに、その後、店頭の

顧客の輻輳状況等を的確に把握し、平穏裡に窓口の普通預金の払戻業務も停止し、併せて、

窓口営業を停止した旨を取引者に周知徹底する。 

この場合であっても、当地の警察等と緊密な連絡をとりながら、顧客や従業員の安全に

十分配慮した上で、現金自動預払機等において預金の払戻しを続ける等、居住者等の日常

生活に極力支障を来さないような措置を講ずる。 

（ｲ）取引者に対する営業停止等の周知徹底 

営業停止等並びに継続して現金自動預け払い機等を稼働させる営業店舗名等を取引者に

周知徹底させる方法は、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨

を新聞や Webサイトに掲載することによる。 

（ｳ）休日等の警戒宣言発令時における窓口営業の再開停止 

休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の金融業務の円滑な

遂行の確保を期すため、窓口営業の開始又は再開は行わない。 

この場合であっても、警察等と緊密な連絡をとりながら、顧客及び従業員の安全を十分

に配慮した上で現金自動預払機等の運転は継続する等、居住者等の日常生活に極力支障を

来さないような措置を講ずる。 

（ｴ）警戒宣言解除時における平常営業の再開 

警戒宣言が解除された場合には、可及的速やかに平常の営業をする。 

（ｵ）発災後の応急措置 

発災後の預金取扱金融機関の応急措置については、第 4編第 5章第 3節 1(2)アに基づき、

適時、的確な措置を講ずる。 

イ 強化地域外に営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の対応 

（ｱ）強化地域内にある民間金融機関の本店・支店等向け手形交換業務の停止 

営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、強化地域内にある民間金融機関の本店・

支店等向けの手形交換業務については停止し、併せて当該業務停止を店頭に掲示し、顧客

の協力を求めるものとする。 

（ｲ）平常営業 

強化地域内の本店及び支店等が営業停止の措置をとった場合であっても、強化地域外の
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支店及び本店等の営業所は、平常どおり営業する。 

（2）保険会社及び少額短期保険業者への措置 

ア 強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く保険会社及び少額短期保険業者の警戒宣言

時の対応 

（ｱ）営業時間中に警戒宣言が発せられた場合、営業所等における営業を停止すること。 

（ｲ）営業停止等を取引者に周知徹底させる方法は、営業停止等を行う店舗名等をポスターの

店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web サイトに掲載すること

による。 

（ｳ）休日又は開店前・閉店後に警戒宣言が発せられた場合、発災後の保険会社及び少額短期

保険業者の円滑な遂行を期すため、営業の開始・再開は行わない。 

（ｴ）警戒宣言が解除された場合には、可及的速やかに平常の営業を行うこと。 

（ｵ）発災後の保険会社及び少額短期保険業者の応急措置については、第 4編第 5章第 3節 1(2)

イに基づき、適時、的確な措置を講ずる。 

イ 強化地域外に営業所を置く保険会社及び少額短期保険業者の警戒宣言時の対応 

強化地域内の本店及び支店等が営業停止の措置をとった場合であっても、強化地域外の支

店及び本店等の営業所は、平常どおり営業する。 

（3）証券会社等への措置 

ア 強化地域内に営業所又は事務所を置く証券会社等の警戒宣言時の対応 

（ｱ）営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、営業所又は事務所の窓口における業務を

停止すること。 

（ｲ）業務停止等を取引者に周知徹底させる方法は、業務停止等を行う店舗名等をポスターの

店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web サイトに掲載すること

による。 

（ｳ）休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の証券会社等の円滑

な遂行の確保を期すため、窓口業務の開始又は再開は行わない。 

（ｴ）警戒宣言が解除された場合には、可及的速やかに平常の業務を行うこと。 

（ｵ）発災後の証券会社等の応急措置については、第 4編第 5章第 3節 1(2)ウに基づき、適時、

的確な措置を講ずる。 

イ 強化地域外に営業所又は事務所を置く証券会社等の警戒宣言時の対応 

強化地域内の営業所又は事務所が業務停止の措置をとった場合であっても、強化地域外の

営業所又は事務所は、平常どおり業務を行う。 

（4）電子債権記録機関への措置 

  ア 強化地域内に本店その他の営業所を置く電子債権記録機関の警戒宣言時の対応 

  （ｱ） 営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、営業所の営業を停止するとともに、営業

停止の措置を講じた旨を取引者に周知徹底すること。 

  （ｲ） 営業停止等を取引者に周知徹底させる方法は、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポス

ターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Webサイトに掲載す

ることによる。 

（ｳ） 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の電子債権記録業務

の円滑な遂行の確保を期すため、営業所での営業の開始又は再開は行わない。 

（ｴ） 警戒宣言が解除された場合には、可及的速やかに平常の営業を行うこと。 

  （ｵ） 発災後の電子債権記録機関の応急措置については、第 4 編第 5 章第 3 節 1(2)エに基づ

き、適時、的確な措置を講ずる。 

  イ 強化地域外に営業所を置く電子債権記録機関の警戒宣言時の対応 

    強化地域内の本店その他の営業所が営業停止の措置をとった場合であっても、強化地域
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外の本店その他の営業所については、平常どおり営業を行う。 

 

第１０節 郵政事業対策                             

日本郵便株式会社における措置 

強化地域外の郵便局の措置 

原則として、平常どおり窓口業務を行う。 

 

第１１節 病院、診療所                            

病院、診療所における措置 

（1）病院、診療所は、東海地震注意情報が発表された段階から、院内放送等により、医師等の職

員、入院患者及び外来患者等に対し情報を伝達するとともに、被害の発生防止、医療機能の維

持に努める。 

（2）強化地域内の病院、診療所については、警戒宣言が発せられたときの外来診療を原則として

中止するものとするが、耐震性を有するなど安全性が確保されている場合は、地域の医療を確

保するため、診療を継続することができるものとする。 

（3）災害拠点病院については、発災後の医療救護活動を確保するため、警戒宣言時の救急外来、

投薬外来（簡単な問診等での投薬外来）を除き、外来診療を原則縮小する。 

 

第１２節 百貨店等                              

百貨店等における措置 

警戒宣言が発せられた場合、強化地域内の百貨店等は、原則として営業を中止するものとする

が、耐震性を有するなど安全性が確保されている場合は、食料品及び日用雑貨等の生活必需品に

対する地域の需要に応えるため、営業を継続することができるものとする。 

 

第１３節 緊急輸送                              

１ 市及び関係機関における措置 

（1） 市び関係機関は、地震防災応急対策のための緊急輸送あるいは発災後の緊急輸送等に備え

て、緊急輸送用車両及びヘリポート等の確保を図るものとする。 

（2）確保すべき車両の数量、及び確保先との連絡手段をあらかじめ定めておく。 

 

２ 緊急輸送の対象となる人員、物資等の範囲 

警戒宣言が発せられた場合、発災に備え、その応急救助対策に関する業務を遂行するため必

要とされる人員、物資の輸送範囲は、おおむね次のとおりとする。 

（1）応急対策作業に従事する者 

（2）医療、通信、調査等で応急対策に必要とされる者 

（3）食料、飲料水、その他生活必需品 

（4）医薬品、衛生材料等 

（5）救援物資等 

（6）応急対策用資材及び機材 

（7）その他必要な人員及び物資、機材 

 

３ 緊急輸送の方針 

（1）緊急輸送は、県、市及び関係機関が保有する車両等の輸送力により、必要最小限の範囲で実

施するものとし、実施にあたって輸送手段の競合が生じないよう、緊急輸送関係機関及び実施

機関は、あらかじめ相互の連携協力体制を十分整備するものとする。 
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（2）警戒宣言後の緊急輸送の実施にあたり具体的に調整すべき問題が生じた場合は、県及び市の

警戒本部において調整を行うものとする。 

 

４ 緊急輸送道路 

警戒宣言発令時の緊急輸送道路は、第 2編第 2章第 2節 2(2)で定める道路とする。 

 

５ 緊急輸送車両の事前届出及び確認 

（1）緊急輸送を行う計画のある車両を保有する指定行政機関等にあっては、緊急輸送車両である

ことの確認を迅速･円滑に受けるため、県公安委員会が別に定めるところにより、県公安委員

会(県警察本部)へ緊急輸送車両の事前届出を行うこととする。 

（2）大規模地震対策特別措置法第 24 条の規定により、緊急輸送を行う車両以外の車両について

通行の禁止又は制限が行われた場合の、緊急輸送車両であることの確認については、第 4 節

1(6)に定めるところによる。 

 

６ 緊急輸送車両確認の効力 

大規模地震対策特別措置法施行令第 12条第１項の規定に基づき、緊急輸送車両であることの

確認を受け、現に緊急輸送に従事している際に警戒宣言に係る地震が発生した場合には、災害

対策基本法施行令第 33条第 4項の規定に基づき、同条第 1項の規定による確認を受けるまでも

なく、当該緊急輸送に従事することができる。 

 

第１４節 警戒宣言発令時の帰宅困難者・滞留旅客対策              

市及び関係機関における措置 

警戒宣言が発せられ、交通機関が運行停止等の措置をとった場合、通勤・通学者、買物客等に

は、帰宅が困難になる者が相当数生じることが見込まれることから、市は、帰宅困難者、滞留旅

客の保護等のため、避難所等の設置や帰宅支援等必要な対策を講じるものとする。 

市以外で避難誘導及び保護を実施すべき機関においては、規制等の結果生じる帰宅困難者、滞

留旅客に対する具体的な避難誘導、保護並びに食料等のあっせん、市が実施する活動との連携体

制等の措置を講ずるものとする。 

 

（1）交通機関の運行停止等により帰宅が困難になった人に対しては、原則として徒歩による帰宅

を促す。 

（2）事業所等は、従業員、学生、顧客等に対し、東海地震注意情報が発表された段階から正確な

情報を提供することとし、警戒宣言発令時には交通機関が運行停止する旨の情報を提供して事

前の帰宅困難者発生抑制に努める。 
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第５章 市が管理又は運営する施設に関する対策 

 

■ 基本方針 

○ 市は、警戒宣言が発せられた場合、自ら管理･運営する道路、河川、不特定かつ多数が出入

する施設、あるいは地震防災応急対策の実施上重要な建物に関して、地震発生に備えた対策を

速やかに実施するものとする。 

なお、東海地震注意情報が発表された場合は、これらの対策の準備的な対応を実施する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

道路 

市 東海地震注意情報発表時から、次の措置をとる。 

(1) 道路利用者に対する情報及び運転手の取るべき

措置の伝達 

(2) 巡視等による交通状況、工事中箇所、通行止め

箇所の把握 

(3) 工事の中断等 

(4) 応急復旧資機材保有状況の情報収集･把握 

(5) 道路巡視及び応急復旧作業の担当業者に対する

事前配備の連絡･確認 

(6) 警察、市、その他関係機関との連携協力による

必要な措置 

第２節 

河川 

市 東海地震注意情報発表時から(1)に定めた対応 

第３節 

不特定かつ多数の

者が出入りする施

設 

市 市が管理する庁舎、市民が利用する施設、学校、

社会福祉施設等は、概ね次の措置をとる。 

1(1) 警戒宣言等の情報伝達及び退避等の措置 

ア 東海地震に関連する調査情報（臨時）発表時 

庁舎、市民が利用する施設においては、庁舎

への来訪者、施設利用者に対する情報の伝達 

イ 東海地震注意情報発表時 

（ｱ）庁舎 

庁舎への来訪者に対する情報提供、警戒宣

言発令時の交通機関運行停止の伝達、及び庁

舎からの退避案内 

（ｲ）市民が利用する施設 

施設利用者に対する情報提供、警戒宣言発

令時の交通機関運行停止の伝達、退避誘導、

及び施設等の閉館 

ウ 警戒宣言発令時 

（ｱ）庁舎 

来訪者に対する情報提供、庁舎からの退避

誘導、及び窓口業務の停止 
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（ｲ）市民が利用する施設 

施設利用者に対する情報提供、施設からの

退避誘導、及び施設等の閉館 

1(2) その他警戒宣言発令時等の措置 

ア 施設の防火点検及び応急補修、設備備品等の

転倒･落下防止措置 

イ 出火防止措置 

ウ 受水槽等への緊急貯水 

エ 消防用設備の点検､整備と事前配備 

オ 非常用発電装置の準備、水の緊急配備、コン

ピューター･システムなど重要資機材の点検等

の体制 

 

第１節 道路                                 

市における措置 

市は、東海地震注意情報が発表された段階から、次のとおり所管道路における管理上の措置を

とるものとする。 

（1）道路情報板等を活用して、東海地震注意情報、東海地震予知情報、警戒宣言その他地震に関

する情報及び運転手の取るべき措置を道路利用者に伝達する。 

なお、東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合においても、道路情報板によ

り、その内容を伝達するものとする。 

（2）巡視等を実施して、交通状況、工事中箇所、通行止め箇所を把握する。 

（3）必要な安全対策を講じたうえで、原則として工事中の道路における工事の中断等の措置をと

る。 

（4）応急復旧資機材の保有状況について、情報収集･把握を行う。 

（5）道路巡視及び応急復旧作業の担当業者に事前配備について連絡･確認を行う。 

（6）県、その他関係機関と連携協力し、必要な措置を講ずる。 

 

第２節 河川                           

市における措置 

（1）被害予測で津波による重大な被害が予測される地区においては、河川の管理上の対応につい

て、あらかじめ定めるものとする。 

（2）市は、東海地震注意情報が発表された段階から、(1)に定めた対応を行うものとする。 

堤防、水門等のうち、特に重要な施設では、直後の点検、応急復旧が実施できる準備をあら

かじめ定めるものとする。 

 

第３節 不特定かつ多数の者が出入りする施設                  

市における措置 

市が管理する庁舎、市民が利用する施設、学校、病院、社会福祉施設等の管理上の措置は、概

ね次のとおりとする。 

１ 一般的事項 

（1）警戒宣言等の情報伝達及び退避等の措置 

ア 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合 

庁舎、市民が利用する施設においては、庁舎への来訪者、施設利用者に対して、東海地震

に関連する調査情報（臨時）の伝達に努める。 
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イ 東海地震注意情報が発表された場合 

（ｱ）庁舎 

庁舎への来訪者に対して、東海地震注意情報が発表された旨及び警戒宣言が発せられた

場合には強化地域内の交通機関が運行停止等の措置をとる旨を、的確、簡潔に伝達すると

ともに、原則として、庁舎からの退避を促す。 

（ｲ）市民が利用する施設 

施設利用者に対して、東海地震注意情報が発表された旨及び警戒宣言が発せられた場合

には強化地域内の交通機関が運行停止等の措置をとる旨を、的確、簡潔に伝達するととも

に、退避を誘導し、原則として、施設等を閉館する。 

ウ 警戒宣言が発せられた場合（東海地震注意情報等が発表されることなく突発的に発せられ

た場合を含む） 

（ｱ）庁舎 

来訪者に対して、警戒宣言が発せられた旨を的確、簡潔に伝達するとともに、庁舎から

の退避を誘導し、原則として、窓口業務を停止する。 

（ｲ）市民が利用する施設 

施設利用者に対して、警戒宣言が発せられた旨を、的確、簡潔に伝達するとともに、施

設からの退避を誘導し、原則として、施設等を閉館する。 

（2）その他の措置 

庁舎、施設において、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとるなど、発災に備えるとと

もに、東海地震注意情報が発表された場合には、その準備的な対応を行い、必要な体制を整え

るものとする。 

ア 施設の防火点検及び応急補修、設備備品等の転倒･落下防止措置 

イ 出火防止措置 

ウ 受水槽等への緊急貯水 

エ 消防用設備の点検､整備と事前配備 

オ 非常用発電装置の準備、水の緊急配備、コンピューター･システムなど重要資機材の点検

等の体制 

 

２ 学校（幼稚園、保育園等を含む） 

（1）学校においては、第 4章第 1節 5「学校（幼稚園、保育園等を含む）における措置」に定め

るところによる。 

（2）当該学校に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対する保護の措置を講じるも

のとする。 

 

３ 社会福祉施設 

強化地域内外の社会福祉施設においては、情報の伝達や避難等にあたって特に配慮を必要と

する者が入所又は利用している場合が多いことから、これらの者の保護及び保護者への引き継

ぎの方法については、施設の種類や性格及び個々の施設の耐震性を十分に考慮し、各施設にお

いて警戒宣言が発せられた場合の避難等の安全確保のための具体的な措置を定めるものとする。 

 

第４節 地震防災応急対策の実施上重要な建物に関する措置            

庁舎で、地震防災応急対策の実施上重要な建物となる庁舎の管理者は、第 5節 1に掲げる措置 

をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等のよる非常電源の確保 

イ 無線通信機等通信手段の確保 
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第５節 工事中の建築物等に対する措置                     

工事中の建築物その他工作物又は施設については、東海地震注意情報が発表された段階で、安

全対策を講じた上で、原則として工事を中止するものとする。 
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第６章 他機関に対する応援要請 

■ 基本方針 

○ 防災関係機関は、地震防災応急対策を実施する上で、他機関の応援等を求める必要がある

場合に備えて、事前に協定その他の手続き上の措置を定めておくものとする。 

なお、各防災関係機関が他機関の応援要請について、その具体的な内容を定める場合には、

他の機関との競合に留意するとともに、調整を行うものとする。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災関係機関に対

する応援要請等 

市 1 他の市町村に対する応援要請に係る事前の相互

応援協定の締結 

第２節 

自衛隊の地震防災

派遣 

市 1(1) 自衛隊の派遣要請 

1(2) 関係部隊等との連絡調整 

 

第１節 防災関係機関に対する応援要請等                    

１ 市における措置 

市長は、警戒宣言が発せられた場合において、地震防災応急対策を実施するため大規模地震

対策特別措置法第 26条第 1項の規定により、他の市町村に対して応援を求めるときは、あらか

じめ相互に応援協定を締結しておくものとする。 

 

２ 費用の負担方法 

他市町村から、市に応援がなされた場合の、応援に要した費用の負担方法は、大規模地震対

策特別措置法第 31条の規定による。 

 

第２節 自衛隊の地震防災派遣                         

１ 市における措置 

（1）自衛隊の派遣要請 

市長は、警戒宣言が発せられた場合において、地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施する

ため自衛隊の支援が必要と認めるときは、県警戒本部長に対して、次の事項を明らかにして、

自衛隊の地震防災派遣を要請するものとする。 

ア 派遣を要請する事由 

イ 派遣を要請する期間 

ウ 派遣を希望する区域 

エ その他参考となるべき事項 

（2）関係部隊等との連絡調整 

市長は、県警戒本部長からの要請により自衛隊の地震防災派遣が実施される場合には、支援

活動の細部に関し、関係部隊等と連絡調整するものとする。 

 

２ 部隊の受入れ及び経費負担 

地震防災派遣が実施された場合の部隊の受入れ及び経費の負担区分については、第 3 編第 4

章第 3節 5｢災害派遣部隊の受入れ｣及び 6｢災害派遣に伴う経費の負担区分｣に準ずるものとする。 
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第７章 市民のとるべき措置 

 

■ 基本方針 

○ 警戒宣言が発せられた場合、市民は、それぞれの家庭及び職場において、人命の安全対策

を第一として、混乱の防止に留意しつつ、個人又は共同で、地震被害を最小限にとどめるため

に必要な措置をとるものとする。 

  また、東海地震に関連する調査情報（臨時）及び東海地震注意情報が発表された場合にお

いても、今後の情報に注意する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 主な措置 

第１節 

家庭においてとるべき措置 

(1) 正確な情報の収集 

(2) 警戒宣言発令時にかかる市の指示に従った避難 

(3) 警戒宣言発令時の家庭における役割分担・段取りの決定及び

実施 

(4) 身の安全を確保することができる場所の確保 

(5) 火の使用の自粛 

(6) 灯油等危険物やＬＰガスの安全措置 

(7) 消火用具の準備・確認、及び緊急用の水の確保 

(8) 身軽で安全な服装へ着替え 

(9) 非常持出品及び救助用具の用意・確認 

(10) 脱出口の確保、及び避難場所・避難路等の確認 

(11) 自主防災組織にかかる情報収集伝達体制の確保 

(12) 自動車や電話の使用自粛 

第２節 

職場においてとるべき措置 

(1) 防火管理者、保安責任者などを中心とした役割分担の決定及

び実施 

(2) 身の安全を確保できる場所の確保 

(3) 火の使用の自粛 

(4) 消防計画、予防規程などに基づく危険箇所の点検 

(5) 職場の自衛消防組織の出動体制の整備 

(6) 重要書類等、非常持出品の確認 

(7) 職場の条件等に応じた安全な場所での待機 

(8) 不特定多数かつ多数の者が出入りする職場の場合、入場者の

安全確保 

(9) 正確な情報の把握及び職場内の伝達 

(10) 近くの職場同士の協力 

(11) マイカーによる出勤・帰宅等の自粛、及び危険物車両等の

運行の自粛 

 

第１節 家庭においてとるべき措置                       

（1）テレビやラジオのスイッチは常に入れ、正確な情報をつかむこと。また、市や消防署、警察

署などからの情報に注意するものとする。 

（2）警戒宣言が発せられた場合には、急傾斜地崩壊危険地域など避難対象地区内の居住者等にあ
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っては、市の指示に従い、指定された避難場所へすみやかに避難するものとする。避難対象地

区以外の居住者等は、耐震性が確保された自宅や庭、自宅付近の広場、空き地等での待機等安

全な場所で行動するものとする。また、このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、その

耐震性を十分把握しておくものとする。なお、各家庭で食料、生活用品や、屋外での避難・待

機等に備えた防寒具、雨具等を準備するものとする。 

（3）警戒宣言が発せられたとき、家にいる人で家庭の防災会議を開き、仕事の分担と段取りを決

めて、すぐに取りかかるものとする。 

（4）とりあえず、身の安全を確保することができる場所を確保し、家具等の転倒防止やガラスの

飛散防止措置を確認するものとする。 

（5）火の使用は自粛するものとする(止むを得ず使用するときは、火のそばから離れないこと)。 

（6）灯油等危険物やＬＰガスの安全措置をとるものとする。 

（7）消火器やバケツ等の消火用具の準備、確認を行うとともに、緊急用の水をバケツや風呂桶等

に貯めておくものとする。 

（8）身軽で安全な服装(長袖、長ズボン)に着替える(底の厚い靴も用意すること)。 

（9）水、食糧、携帯ラジオ、懐中電燈、医薬品、着替え等の非常持出品及び救助用具の用意を確

認するものとする。 

（10）万一のときの脱出口を確保するものとする。また、災害が大きかった場合に備えて避難場

所や避難路等を確認し、家族全員が知っておく。 

（11）自主防災組織は情報収集伝達体制を確保するものとする。 

（12）自動車や電話の使用は自粛するものとする。 

 

第２節 職場においてとるべき措置                       

（1）防火管理者、保安責任者などを中心に、職場の防災会議を開き、分担に従い、できるかぎり

の措置をとるものとする。 

（2）とりあえず、身の安全を確保することのできる場所を確保し、ロッカー等の転倒防止措置や

ガラスの飛散防止措置を確認するものとする。 

（3）火の使用は自粛するものとする。 

（4）消防計画、予防規程などに基づき、危険物の保安に注意し、危険箇所を点検するものとする。 

（5）職場の自衛消防組織の出動体制を整備するものとする。 

（6）重要書類等の非常持出品を確認するものとする。 

（7）職場の条件と状況に応じ、安全な場所で待機するものとする。 

（8）不特定多数かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考えるものとす

る。 

（9）正確な情報をつかむとともに、その情報を職場にいる者全員にすばやく伝達するものとする。 

（10）近くの職場同士で協力し合うものとする。 

（11）マイカーによる出勤、帰宅等は自粛する。また、危険物車両等の運行は自粛するものとす

る。 

 


